
関
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
四
、
第
八
条
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方

法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
五
項
第
六
号
ニ
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
号
ニ
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
を
定
め
る
件 

 

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
財
務
省
告
示
第
百
三
十
号 

改
正 

平
成
十
七
年
九
月
二
十
九
日
財
務
省
告
示
第
三
百
五
十
九
号 

改
正 

平
成
十
八
年
一
月
二
十
七
日
財
務
省
告
示
第
三
十
三
号 

改
正 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
財
務
省
告
示
第
百
十
一
号 

改
正 

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日
財
務
省
告
示
第
五
十
一
号 

 

関
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
第
一
条
の
四
、

第
八
条
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
電
子
計
算
機
を
使
用
し

て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
四
十
三
号
）
第
三
条
第
五
項
第
六
号
ニ
の
規
定

に
基
づ
き
、
同
号
ニ
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に

定
め
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

関
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
四
、
第
八
条
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方

法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
三
条
第

五
項
第
六
号
ニ
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
は
、
日
本
産
業
規
格

（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項

に
規
定
す
る
日
本
産
業
規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
Ｘ
六
九
三
三
又
は
国
際
標

準
化
機
構
の
規
格
一
二
六
五
三
―
三
に
準
拠
し
た
テ
ス
ト
チ
ャ
ー
ト
を
規
則
第

三
条
第
五
項
の
特
例
輸
入
者
、
特
定
輸
出
者
又
は
申
告
納
税
方
式
が
適
用
さ
れ

る
貨
物
を
業
と
し
て
輸
入
す
る
者
及
び
貨
物
を
業
と
し
て
輸
出
す
る
者
が
使
用

す
る
同
項
第
二
号
の
電
子
計
算
機
処
理
シ
ス
テ
ム
で
入
力
し
、
当
該
テ
ス
ト
チ

ャ
ー
ト
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
出
力
し
た
画
面
及
び
書
面
に
お
い
て
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
六
九
三
三
に
お
け
る
四
の
相
対
サ
イ
ズ
の
文
字
及
び
Ｉ
Ｓ
Ｏ
図
形
言

語
又
は
国
際
標
準
化
機
構
の
規
格
一
二
六
五
三
―
三
に
お
け
る
四
ポ
イ
ン
ト
の

文
字
及
び
一
四
〇
図
票
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。 

改
正
文
（
平
成
十
七
年
財
務
省
告
示
第
三
百
五
十
九
号
）
抄 

平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

改
正
文
（
平
成
十
八
年
財
務
省
告
示
第
三
十
三
号
）
抄 

平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

改
正
文
（
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
財
務
省
告
示
第
百
十
一
号
）
抄 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

改
正
文
（
令
和
元
年
財
務
省
告
示
第
五
十
一
号
）
抄 

令
和
元
年
七
月
一
日
よ
り
適
用
す
る
。 

 


